
◎独立行政法人国立病院機構法 
（平成一四年一二月二〇日法律第一九一号）   

一、提案理由（平成一四年一一月一三日・衆議院厚生労働委員会） 

○坂口国務大臣 ただいま議題となりました独立行政法人国立病院機構法案につきまし

て、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げたいと存じます。 

 中央省庁等改革基本法におきましては、国の行政機関における政策の企画立案に関す

る機能とその実施に関する機能とを分離する観点から、実施機能を効率的かつ効果的に

行わせるにふさわしい独立行政法人の制度を創設したところであります。 

 こうした中央省庁等改革の一環として、国立病院・療養所については、医療の高度化、

専門化などの環境の変化を踏まえつつ、国の医療政策として国立病院・療養所が担うべ

き医療を全国において確実に実施し、かつ効率的、効果的に業務を行うため、国がみず

から運営する必要がある国立高度専門医療センター及びハンセン病療養所を除き、平成

十六年度に独立行政法人に移行することとされたところであります。 

 このため、国立病院・療養所が移行する独立行政法人国立病院機構を設置し、その名

称、目的、業務等に関する事項を定めることとし、この法律案を提出した次第でありま

す。 

 以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、法人の名称を独立行政法人国立病院機構とし、国民の健康に重大な影響のあ

る疾病に関する医療その他の医療であって、国の医療政策として機構が担うべきものの

向上を目的として、医療の提供、調査及び研究等の業務を行うこととしております。ま

た、機構の役職員には国家公務員の身分を付与することとしております。 

 第二に、機構の資本金は全額政府出資とし、その額は、機構が国から承継する固定資

産等の価額から負債の価額等を差し引いた額としております。 

 第三に、機構の役員については、理事長、監事、副理事長、常勤及び非常勤の理事を

置き、その定数等を定めることとしております。 

 第四に、法人の財務諸表を作成する際に、あわせて施設ごとの財務に関する書類を作

成し、独立行政法人評価委員会の意見聴取を経て、一般の閲覧に供することにより、そ

の明確化を図ることとしております。 

 第五に、機構は、長期借入金や債券発行ができることとするとともに、政府は、国会

の議決を経た金額の範囲内において、これらに係る債務を保証できることとしておりま

す。 

 第六に、厚生労働大臣は、災害の発生や公衆衛生上の重大な危害の発生等の緊急の事

態に対処するため、機構に対し、必要な業務の実施を求めることができることとしてお

ります。 

 このほか、国立病院特別会計の資産及び負債については、国立高度専門医療センター

に係るもの等を除いて機構が承継し、国立高度専門医療センターについては、国立病院



特別会計を再編した国立高度専門医療センター特別会計において経理することとしてお

ります。また、国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律を廃止し、従来の計画

による施設の再編成は、機構が引き継いで行うこととしております。 

 最後に、法人の設立については、平成十六年四月一日を予定しておりますが、その準

備等に要する期間を考慮して、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成十五年

十月一日としております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第でご

ざいます。 

二、衆議院厚生労働委員長報告（平成一四年一一月二八日）   

○坂井隆憲君 ただいま議題となりました独立行政法人国立病院機構法案について、厚

生労働委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げますとともに、北朝鮮当局

によって拉致された被害者等の支援に関する法律案について、提案の趣旨及び内容を御

説明申し上げます。 

 まず、独立行政法人国立病院機構法案について申し上げます。 

 本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人国立病院機構を設置し、その名

称、目的、業務の範囲等について定めようとするもので、その主な内容は、次のとおり

であります。 

 第一に、法人の名称を独立行政法人国立病院機構とし、国民の健康に重大な影響のあ

る疾病に関する医療等であって、国の医療政策として機構が担うべきものの向上を目的

として、医療の提供、調査及び研究等の業務を行うものとすること、 

 第二に、機構は、毎事業年度、施設ごとの財務に関する書類を作成し、厚生労働大臣

に提出するとともに、独立行政法人評価委員会の意見聴取を経て、一般の閲覧に供しな

ければならないものとすること、 

 第三に、国立病院特別会計の資産及び負債については、国立高度専門医療センターに

係るもの等を除き機構が承継するものとすること 

等であります。 

 なお、この法律は、一部の事項を除き、平成十五年十月一日から施行することとして

おります。 

 本案は、第百五十四回国会に提出され、去る四月十一日本委員会に付託されましたが、

継続審査となっていたものであります。 

 今国会におきまして、十一月十三日坂口厚生労働大臣から提案理由の説明を聴取し、

二十日質疑に入り、二十二日に質疑を終了し、昨二十七日、討論の後、採決いたしまし

たところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 



……………（略）…………… 

○附帯決議（平成一四年一一月二七日） 

 政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。 

一 国立病院の営繕部門に関して、次の措置を講ずること。 

 １ 営繕関係職員の利害関係企業への再就職の斡旋を行わないとともに、利害関係企

業に再就職している元の営繕関係職員の営業活動への対応を行わないこと。 

 ２ 談合通報の受付窓口の設置、利害関係企業職員等の利害関係者との接触の限定、

入札前の事業者との接触に関するルール化（事前届出、オープンな場所での実施、

応接記録作成）、工事予定情報の閲覧窓口の設置（営繕関係以外の部署、及びウェ

ブサイトでの公開）、営繕関係職員の幅広い人事交流の検討。 

二 各独立行政法人病院の中に拠点的な政策医療を付加し、それを中心とする政策医療

ネットワークを整備すること。 

三 小児救急など必要な医療を政策医療に位置づけることを検討すること。 

四 運営費交付金の基準設定に当たっては、政策医療が円滑に実施できるよう配慮する

こと。また、国の期間に係る退職手当の財源については、運営費交付金の中で措置さ

れるよう検討すること。 

五 職務の困難性に鑑み、新たに設立される独立行政法人の役員は適材適所で起用し、

既得権化しないようにすること。 

六 医師採用の全国公募等も考慮し、独立行政法人の医師の人事については、独立行政

法人本部が責任を持って行うこと。 

七 独立行政法人への移行に当たっては、健全な労使関係の確立に努めること。 

八 独立行政法人移行後においても、政策医療を的確に行うとともに、地域と協調し、

地域の実情に応じた医療を提供してゆくこと。 

九 独立行政法人が担う政策医療並びに独立行政法人の経営状況について、年次毎に速

やかに公表すること。 

十 中期計画終了後に、業績評価を踏まえ、個別施設のあり方についても必要な検討を

行なうこと。 

十一 地域医療のあり方を考える中で、公的病院のあり方について検討すること。 

三、参議院厚生労働委員長報告（平成一四年一二月一三日）   

○金田勝年君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、厚生労働委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告を申し上げます。 

 まず、独立行政法人国立病院機構法案について申し上げます。 

 本法律案は、国立高度専門医療センター及びハンセン病療養所を除く国立病院・療養

所を独立行政法人に移行させるため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定

めようとするものであります。 

 委員会におきましては、国立病院・療養所を独立行政法人化することの意義、担うべ



き政策医療の範囲と地域医療との関係、各病院における自主性確保の必要性等について

質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上委員より本法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告を申し上げます。 

○附帯決議（平成一四年一二月一二日） 

 政府は、次の事項について、適切な措置を講ずるべきである。 

一、独立行政法人への移行に当たっては、制度の趣旨が十分発揮されるよう、その運用

に万全を期すとともに、業務の内容を積極的に公表すること等を通じて、独立行政法

人が担う政策医療及び独立行政法人の経営状況を国民に明らかにすること。 

二、独立行政法人への移行後においても、中期目標の設定に当たっては、事務や事業の

見直しを行い、経営の一層の合理化、効率化と経費の削減に努めること。 

三、独立行政法人の業務の実績に関する評価が、専門性及び実践的な知見を踏まえ、客

観的かつ中立公正に行われるようにするため、中期目標の設定、評価基準の作成、評

価委員会の委員の選任等に十分配慮するとともに、厚生労働省設置の評価委員会と総

務省設置の政策評価・独立行政法人評価委員会の連携の強化に努めること。また、中

期目標期間の終了後に、業績評価を踏まえ、再編を含めた業務の見直しを行うこと。 

四、独立行政法人に対する財源措置については、その経営努力を促すよう運営費交付金

等の算定の基礎となるルールを明確にするとともに、政策医療が円滑に実施できるよ

う配慮すること。また、剰余金の取扱いについては、使途に疑念が生じることがない

よう厳正な評価を加えるとともに、中期目標期間の終了時における積立金を独立行政

法人に継続留保させるときは、その理由を明らかにすること。 

五、職務の困難性にかんがみ、新たに設立される独立行政法人の役員は適材適所で起用

し、既得権化しないようにすること。 

六、役員の報酬及び退職手当については、独立行政法人通則法の趣旨を踏まえ、業務の

実績及び役員の実績を的確かつ厳格に反映させ、国民の理解を得るよう努めること。

また、職員の国の期間に係る退職手当の財源については、運営費交付金の中で措置さ

れるよう検討すること。 

七、各独立行政法人病院の医師の人事については、医師採用の全国公募等も考慮し、独

立行政法人本部が責任を持って行うこと。 

八、独立行政法人への移行に当たっては、健全な労使関係の確立に努めること。 

九、独立行政法人移行後においても、地域と協調し、病診連携と病病連携を図り、地域



の実情に応じた医療の提供に努めるとともに、各独立行政法人病院に拠点的な政策医

療の機能を付加し、それを中心とする政策医療ネットワークの整備を行うこと。また、

小児救急など必要な医療を政策医療に位置づけることを検討すること。 

十、施設整備については、透明性・効率性の向上を図るとともに、不正行為を防止する

観点から、次の措置を講ずること。 

 １ 営繕関係職員の利害関係企業への再就職のあっせんを行わないとともに、利害関

係企業に再就職している元の営繕関係職員の営業活動への対応を行わないこと。 

 ２ 談合通報の受付窓口の設置、利害関係企業職員等の利害関係者との接触の限定、

入札前の事業者との接触に関するルール化（事前届出、オープンな場所での実施、

応接記録作成）、工事予定情報の閲覧窓口の設置（営繕関係以外の部署及びウェブ

サイトでの公開）、営繕関係職員の幅広い人事交流の検討。 

十一、計画された国立病院・療養所の再編成については、独立行政法人移行後において

も、地元地方公共団体等関係者の理解を得ながら計画的かつ着実に実施していくこと。 

十二、地域医療の在り方を考える中で、公的病院の在り方について検討すること。 

 右決議する。 


